
平成３０年度徳島県社会福祉審議会児童福祉専門分科会
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幼保連携型認定こども園の運営に関する研修会 開催要項

１ 目 的

現在，徳島県では，３７園の幼保連携型認定こども園が開設されており，新たな開設も予

定されている。子ども・子育て支援新制度の中で，幼保連携型認定こども園の果たす役割は

大きく，各施設においては，その理念を踏まえた運営が求められる。

「徳島県幼児教育振興アクションプランⅡ」においても，「全ての幼児に提供される質の

高い幼児教育」を掲げており，この実現のためには，各施設長や保育教諭等が，それぞれの

立場で質の高い教育・保育の展開に努めなければならない。そこで，幼保連携型認定こども

園の運営に関する研修を行い，各施設における質の高い教育・保育の提供を促進する。

２ 開催テーマ 「幼保連携型認定こども園教育・保育要領等を踏まえた実践の在り方」

３ 主 催 徳島県県民環境部次世代育成・青少年課

徳島県教育委員会

４ 対 象 幼保連携型認定こども園（移行を予定している施設を含む）園長・保育教諭，

参加を希望する幼稚園，保育所の教諭，保育士，

参加を希望する行政担当者・教員・保護者・県民 等

５ 日 時 平成３１年２月２８日（木）午後１時から午後４時まで

６ 場 所 徳島県立総合教育センター １階 ホール

板野郡板野町犬伏字東谷１－７

７ 日 程 １２：４５～１３：００ 受付

１３：００～１３：１０ 開会

１３：１０～１４：３０ 講演「幼児期の教育の未来を展望する」

１４：３０～１４：４０ 休憩

１４：４０～１５：４０ 取組実践

「ある認定こども園の挑戦Ⅲ」をもとに

１５：４０～１５：５０ 質疑応答

１５：５０～１６：００ 諸連絡・閉会

８ 講 師 お茶の水女子大学こども園 園長 宮里 暁美 先生

９ 問合せ先 徳島県教育委員会 学校教育課 義務教育担当

電話088-621-3196 ﾌｧｸｼﾐﾘ088-621-2882
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平成３０年度放課後児童支援員等資質向上研修会実施要綱

１ 目 的 放課後児童健全育成事業を実施する上で，子供たちの健康や安全管理に十分気を

配り，それぞれの成長段階に応じた育成支援を行う放課後児童支援員等や関係者の

資質の向上を図ることを目的とする。

２ 実施方法 講議・実践形式

３ 主 催 徳島県，徳島県学童保育連絡協議会

４ 対 象 者 放課後児童支援員，補助員，保護者，地域運営委員，行政担当者等

５ 日 時 平成３１年２月１７日（日） 午前１０時から午後３時まで

６ 会 場 アスティとくしま（徳島市山城町東浜傍示１番地１）

７ 内 容

［午前の部（午前１０時から正午まで）］※初任者（経験年数５年未満）向け研修

研修１ 講演内容 「職員集団のチームワーク～同僚性を高める保育カンファレンス～」

講師 黒澤 祐介 氏（大阪青山大学准教授）

会場 ２階 第５会議室（定員７２名）

研修２ 講演内容 「いじめの理解と対応」

講師 阿形 恒秀 氏（鳴門教育大学教職大学院教授）

会場 ２階 第４会議室（定員３６名）

研修３ 講演内容 「放課後児童クラブにおけるリスクマネジメント」

講師 河内 浩樹 氏（東京海上日動火災保険株式会社 公務第二部課長）

会場 ２階 第６会議室（定員７２名）

［午後の部（午後１時から３時まで）］※中堅者・リーダー（経験年数５年以上）向け研修

研修４ 講演内容 「職員集団のチームワーク～同僚性を高める保育カンファレンス～」

講師 黒澤 祐介 氏（大阪青山大学准教授）

会場 ２階 第５会議室（定員７２名）

研修５ 講演内容 「いじめの理解と対応」

講師 阿形 恒秀 氏（鳴門教育大学教職大学院教授）

会場 ２階 第４会議室（定員３６名）

研修６ 講演内容 「放課後児童クラブにおけるリスクマネジメント」

講師 河内 浩樹 氏（東京海上日動火災保険株式会社 公務第二部課長）

会場 ２階 第６会議室（定員７２名）

８ 日 程 9:30 10:00 12:00 13:00 15:00

受付 午前の部 昼食・ 午後の部

（研修１～３のいず 午後受付 （研修４～６のいずれ

れかを選択） かを選択）
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主管省庁（内閣官房，内閣府，文部科学省初等中等教育局，
厚生労働省子ども家庭局）

【現状と課題】

　　

【政権与党の政策方針】

《平成30年度国予算の内容》
　◇　地域少子化対策重点推進交付金　9.9億円（内閣府）

　◇　保育等の受け皿拡大・保育人材の確保　1,071億円（厚生労働省）

　◇　児童虐待防止対策の推進・社会的養育の充実　1,548億円（厚生労働省）

県担当課名　　次世代育成・青少年課，総務課，学校教育課

55　安心して子どもを生み育てることができる社会の
　　実現に向けた対応について

　■　結婚支援の取組みには，中長期的な展開が欠かせない。

　■　保育所等において食物アレルギーへの対応のため，調理員の負担が重い。

　■　ニーズの増大に，保育所や放課後児童クラブの受け皿整備が追いつかず，
　　待機児童が発生している。

　■　保育士の処遇改善については，長期勤続に応じた昇給等が難しく，
　　新たに導入された「処遇改善Ⅱ」では，職員構成や給与水準を踏まえた
　　柔軟な配分ができないため，現場で混乱が生じている。

　■　「新しい社会的養育ビジョン」では，家庭養育の一層の推進，
　　児童養護施設等の高機能化が求められるが，人員及び財源の確保が難しい。

関係法令等　　子ども・子育て支援法，児童福祉法
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【課題解決への方向性と処方箋】

【徳島発の政策提言】

安心して子どもを生み育てることができる社会の実現！

　■　結婚から子育てまで切れ目のない少子化対策や子育て支援を
    地方が安定的に実施するための財政支援が必要である。

　■　待機児童の早期解消のためには，認定こども園や放課後児童クラブ等の
　　施設整備や保育人材の安定的確保に向けた財政支援の充実が必要である。

　■　社会的養護が必要とされる子どもへの多様な支援の充実が必要である。

　・ 「地域少子化対策重点推進交付金」の対象事業の拡大を図ること。
　　　（結婚支援センターの運営など中長期的な取組みに対する支援）

　・ 「子ども・子育て支援新制度」に必要な財源の確保を図ること。

  ・  保育所，認定こども園における食物アレルギーに対応するための
　 調理員の加配に対する加算制度を創設すること。

  ・  経済的負担軽減のため，放課後児童クラブ利用料の無料化を図ること。

  ・　施設整備に必要な財源を確保すること。

　・  保育人材を安定的に確保するため，職員の平均勤続年数に応じた人件費の
　 加算率の上限を見直すとともに，技能・経験に応じた「処遇改善Ⅱ」についても，
    各施設における柔軟な配分を可能とすること。

　・  放課後児童支援員の更なる処遇改善など，
　 放課後児童クラブの安定的な運営を図る補助制度の拡充を図ること。

　・　「新しい社会的養育ビジョン」の実現に向け, 必要な財源を確保すること。

　・　「地域子供の未来応援交付金」を活用し，
　  「子どもの生活等の実態調査」と併せ，地域の実態に応じた事業を実施する際は
　 補助率の引上げ及び採択基準の緩和を行うこと。

方向性（処方箋）

具体的内容

提言① 少子化対策，子育て支援の更なる充実

提言② 待機児童対策の加速化

将来像

提言③ 厳しい環境におかれた子ども達への支援の強化

一歩先を見据えた本県独自の施策

○ 「多子世帯」及び「ひとり親家庭」等の児童に係る
「放課後児童クラブ利用料」を無料化（平成28年度～）

地方創生の成果実感に向けて
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【現状と課題】

【政権与党の政策方針】
《平成31年度概算要求の状況》
　◇　少子化対策の総合的な推進等　37億円（内閣府）
　◇　児童虐待防止対策の強化・社会的養育の迅速かつ協力な推進　1,655億円

　◇　人づくり改革の実現と拡大
　　・　幼児教育無償化の加速
　　・　「子育て安心プラン」前倒しによる保育の受け皿整備

県担当課名　　次世代育成・青少年課，総務課，学校教育課

《経済財政運営と改革の基本方針》（P8）                   　(厚生労働省）

関係法令等　　子ども・子育て支援法，児童福祉法，児童虐待の防止等に関する法律

    ・　保育士の更なる処遇改善

15　安心して子どもを生み育てることができる社会の
　　実現に向けた対応について
　　　主管省庁（内閣官房，内閣府，文部科学省総合教育政策局，初等中等教育局，

    　　　　　　　厚生労働省子ども家庭局）

　■　在宅で育児する家庭の心理的負担を軽減する支援は不足している。

　■　保育所等において食物アレルギーへの対応のため，調理員の負担が重い。

  ■　保育士の処遇改善については，長期勤続に応じた昇給等が難しく，
　　新たに導入された「処遇改善Ⅱ」では，職員構成や給与水準を踏まえた
　　柔軟な配分ができないため，現場で混乱が生じている。

　■　複雑多様化する児童虐待相談に対応するため，児童相談所や市町村の
　　体制強化が急務となっている。

直面する課題

H28
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【課題解決への方向性と処方箋】

【徳島発の政策提言】

  ■　結婚，妊娠・出産，子育てに切れ目のない少子化対策を

    地方が創意工夫しながら安定的に実施するための財政支援が必要である。

　■　待機児童の早期解消のためには，認定こども園や放課後児童クラブ等の

　　施設整備や保育人材の安定的確保に向けた財政支援の充実が必要である。

　■　複雑多様化する児童虐待相談へ対応するためには、児童相談所の職員体制・

　　専門性の強化や市町村の相談支援体制の充実が必要である。

・ 児童相談所及び市町村における体制強化や専門性向上，関係機関との

連携強化を図るために必要な財源を確保すること。

・ 「新しい社会的養育ビジョン」の実現に向け，必要な財源を確保すること。

・ 困難を抱える子どもたちへの支援を強化するため，

「地域子供の未来応援交付金」の拡充を図ること。

方向性（処方箋）

具体的内容

将来像

一歩先を見据えた本県独自の施策

○ 保育所，幼稚園等の「保育料」を無料化（H30年度～国に先行し第2子に拡大）
○ ０～２歳児の在宅育児家庭にクーポンを交付（H30年度～制度創設）

今後の政府予算編成に向けて

・ 施設整備に必要な財源を確保すること。

・ 保育人材を安定的に確保するため，職員の平均勤続年数に応じた人件費の

加算率の上限を見直すとともに，技能・経験に応じた「処遇改善Ⅱ」についても

各施設における柔軟な配分を可能とすること。

・ 放課後児童支援員の更なる処遇改善など，放課後児童クラブの安定的な運営を

図る補助制度の拡充を図ること。

・ 幼児教育無償化を地方に新たな負担なく確実に実施するとともに，

待機児童対策にも繋がる在宅育児家庭向け支援への財政措置を創設すること。

・ 「地域少子化対策重点推進交付金」の対象事業を拡大すること。

（中長期的な結婚支援，アクティブシニアの保育現場への参画促進）

・ 「子ども・子育て支援新制度」に必要な財源の確保を図ること。

・ 保育所等における必要な運営費の見直しを行うこと。

（調理員の加配に対する加算制度の創設，猛暑下での熱中症予防のための

冷暖房費加算の基準見直し）

提言② 待機児童対策の加速化

提言③ 厳しい環境におかれた子どもたちへの支援の強化

提言① 少子化対策，子育て支援の更なる充実

安心して子どもを生み育てることができる社会の実現！
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